
赤穂市訓令甲第２８号 

 

赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、特殊詐欺による被害防止を図り、もって市民の財産を守るため、自動 

 録音電話機等を購入した者に対し、赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金（以下「補 

 助金」という。）を交付することに関し、赤穂市補助金等交付規則（昭和６３年赤穂市規 

 則第４号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「自動録音電話機等」とは、兵庫県自動録音電話機等普及促進              

 事業補助制度に定めるもので、対象となる機器は、着信前自動警告及び自動録音機能を有 

 する自動録音電話機又は外付け録音機であり、原則として、公益財団法人全国防犯協会連 

 合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載のある固定電話機又は固定電話機に設置 

 する機器とする。ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がないものであっても、着信 

 前自動警告及び自動録音機能を有していると認められる場合は、この限りでない。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 本市に居住する本市の住民基本台帳に記載されている６５歳以上の者（当該年度末時 

 点で６５歳に達する者を含む。）又はその属する世帯の構成員であること。 

 ⑵ 自動録音電話機等を設置した住居に居住していること。 

 ⑶ 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。 

 ⑷ 赤穂市暴力団排除条例（平成２４年赤穂市条例第１１号）第２条第２号又は第３号に

規定する者でないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、自動録音電話

機等の購入費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費から除く。 

 ⑴ 自動録音電話機等の配送に係る経費 

 ⑵ 自動録音電話機等の設置に係る経費 

 ⑶ 電話機に付随するサービスの加入及び利用に要する費用 

 ⑷ 電力の受給その他電話機等の機能を維持するための経費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる自動録音電話機等の区分に応じ、当該各号に掲げ 

る額と購入費とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、１，０００円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

 ⑴ 自動録音電話機 １万円 



 ⑵ 外付け録音機 ５，０００円 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、赤穂市自動録音

電話機等普及促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる資料を添えて、市

長に提出しなければならない。 

 ⑴ 自動録音電話機等の購入に要した費用を証する書類（領収書その他支払いの明細が分

かるもの） 

 ⑵ 保証書等品名を証する書類の写し 

 ⑶ 申請者及び６５歳以上の補助対象者の本人確認書類の写し 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、当該申請

が適当であると認めた場合は、赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付決定通知

書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の規定による交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときには、 

 赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金請求書（様式第３号）を市長に提出しなけれ 

 ばならない。 

２ この場合において、規則第１０条の補助事業実績報告書を兼ねるものとする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

 赤穂市長 宛 

 

                       （申 請 者） 

                       住  所 

                                            氏  名 

                                            電話番号 

    対象者との続柄 

 

赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付申請書 

 

赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金の交付を受けたいので、赤穂市自動録

音電話機等普及促進事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請

します。 

製 造 メ ー カ ー ・ 商 品 名 ・ 型 番 等  

購 入 年 月 日        年  月  日 

購 入 し た 機 器 の 電 話 番 号  

購入に要した金額（消費税を含む。）                  円 

 

交 付 申 請 額 の 算 出 

（ 千 円 未 満 切 り 捨 て ） 

自動録音電話機          円 

        （上限１０，０００円） 

外付け録音機          円 

         （上限５，０００円） 

交 付 申 請 額                  円 

※添付書類 

 ⑴ 自動録音電話機等の購入に要した費用を証する書類（領収書その他支払いの明細 

  が分かるもの） 

 ⑵ 保証書等品名を証する書類の写し 

 ⑶ 申請者及び６５歳以上の補助対象者の本人確認書類の写し（いずれか１つ） 

    □運転免許証 □個人番号カード □その他（       ） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

６５歳 

以上の者 

フリガナ  

氏 名  

生 年 月 日        年   月   日生 歳 

住 所 
〒    － 

 

連 絡 先 【電話番号】     －      － 



様式第２号（第７条関係） 

          第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

                         赤穂市長         印  

 

 

赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付決定通知書 

 

 

 年 月 日付けで交付申請のあった補助金の交付について、下記のとおり決定し

たので、赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付要綱第７条の規定により、通

知します。 

 

記 

 

 

 交付決定額       円 



様式第３号（第８条関係） 

年  月  日 

 

 赤穂市長 宛 

 

                      （請 求 者） 

                       住  所 

                                            氏  名 

                                            電話番号 

 

 

赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金請求書 

 

 

 年 月 日付け第 号により交付決定を受けた補助金について、赤穂市自動録

音電話機等普及促進事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり請求します。 

記 

 

１ 請求金額                          円 

２ 振込先 

金融機関名 
      銀行・農協         支店 

      金庫・信用組合      出張所 

口座種別 普通  ・  当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人          

※添付資料 

 振込先を確認できる通帳の写し 


